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４  事業の重要な部分の変更の必要性の有無  

 事業計画の重要な部分の変更に関する資料として、受益面積、主要工事、事業費の各変遷について、

発注者が整理した資料を基に下記のとおりにとりまとめた。その結果、本地区は現計画策定時以降、

現時点までの受益面積、事業目的別面積、主要工事計画、事業費について、事業計画変更の要件に該

当しない。 

（１）受益面積 

 受益面積は、農地転用により、現計画から現況（令和５年４月現在）までに561ha（4.8％）減少し

ているが、事業計画変更の要件に該当しない。 

《事業計画変更の判断基準》 

 事業計画の変更要件（国営土地改良事業計画変更取扱要領 H31.4.1 最終改正）に示されている『受益面

積の増又は減５％以上（但し10ha以上）』に該当する場合、事業計画の変更が必要となる。 

《本地区の状況》 現計画11,608ha － 現時点11,047ha ＝ 減 561ha 

         減 561ha ÷ 現計画11,608ha ＝ 4.8％ ＜ ５％ …〔該当しない〕 

（２）事業目的面積 

 本地区の事業目的は「施設機能保全」のみであり、事業目的別面積は、上記受益面積と同様、現計

画から現況までに561ha（4.8％）減少しているが、事業計画変更の要件に該当しない。 

《事業計画変更の判断基準》 

 事業計画の変更要件（国営土地改良事業計画変更取扱要領 H31.4.1 最終改正）に示されている『事業目

的別面積の増減10％以上（但し30ha以上）』に該当する場合、事業計画の変更が必要となる。 

《本地区の状況》 現計画11,608ha － 現時点11,047ha ＝ 増減 561ha 

         増減 561ha ÷ 現計画11,608ha ＝ 4.8％ ＜ 10％ …〔該当しない〕 

（３）主要工事計画 

 本地区の主要工事計画は、現計画から変更はなく、事業計画変更の要件に該当しない。 

《事業計画変更の判断基準》 

 事業計画の変更要件（国営土地改良事業計画変更取扱要領 H31.4.1 最終改正）に示されている『主要工

事の追加若しくは廃止その他著しい変更』に該当する場合、事業計画の変更が必要となる。 

《本地区の状況》 主要工事の追加若しくは廃止その他著しい変更なし …〔該当しない〕 

 

表(3)-1 主要工事計画の変遷 

工種 現計画 再評価時点 要件の判定 

排水機場 ２か所 ２か所 追加、若しくは廃止、又

は位置の大幅な変更は

ない 

排水路 0.1km 0.1km 総延長の20％以上の増

又は減はない 

排水管理施設 １式 １式 変更はない 
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（４）事業費 

 現況（令和７年度）の総事業費は12,150百万円（工事諸費等を除くと、11,344百万円）であり、現

計画の8,000百万円（工事諸費等を除くと、7,364百万円）に対し4,150百万円増加しているが、労賃

又は物価変動による事業費を除く事業費（工法変更による）の増は681百万円（9.2％）であり、事業

計画変更の要件に該当しない。 

 

《事業計画変更の判断基準》 

 事業計画の変更要件（国営土地改良事業計画変更取扱要領 H31.4.1 最終改正）に示されている『10％の

変動（労賃又は物価変動による事業費を除く）』に該当する場合、事業計画の変更が必要とな

る。 

《本地区の状況》 自然増 3,469百万円 

         工法変更による増 681百万円 ÷ 現計画7,364百万円  

                          ＝ 9.2％ ＜ 10％ …〔該当しない〕 

 

（５）主な工法変更 

 ①日光川河口排水機場：基礎耐震化対策の施工深度及び施工範囲の変更による増額 

 追加の地盤調査により当初計画での想定とは地質が異なっていることや軟弱地盤があること

が判明した。そのため、改良範囲（深さ）の拡大や軟弱地盤の影響や地中埋設物の施工上の支障

を回避する必要が生じたことにより、事業費が増額となった。 

  

当初計画の施工範囲及び対策内容 工法変更後の施工範囲及び対策内容 
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 ②尾西排水機場：電気設備及び補機設備対策の変更による減額 

 当初は、電気設備は仮設備を設置し新設備へ入れ替える計画であったが、隣接する部屋を利用

し、レイアウトを変更することによって仮設備を使用せず新設備へ切り替えることが可能とな

ったことによって、電気設備の事業費が減額となった。 

 また、現地調査によりポンプ設備及びポンプ補機設備については既設利用が可能であるもの

は部分補修のみとし、既設利用することによって事業費が減額となった。 

 

調査例：領内１号ポンプの内視鏡カメラによる観察 

 現地調査から、インペラ・案内翼先端の欠損等を確認したが、性能低下が予想される欠損はないと判

断された。そのため、当初計画ではポンプ設備は交換を想定していたが、腐食層の除去や再防食塗装等

の部分補修のみで機能維持を図る工法に変更した。 
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５  費用対効果分析の基礎となる要因の変化  

食料の安定供給の確保に関する効果の算定基礎となる、愛知県及び関係市町村の地域農業振興の

基本方針は、近年見直しが行われているが、引き続き農業振興を積極的に推進していく方針となって

いる。また、一部の主要作物の作付面積の減少傾向、小麦の単収の増加傾向、水稲・麦・大豆以外の

作物単価の上昇傾向が見られるなど、主要作物の作付面積や単収・単価に増減はあるものの、関係市

町村全体として営農に大きな変動はみられない。 

（１）営農計画 

現営農計画策定時から、上位計画となる関係市町村の農業振興計画等において振興作物等の変更

はなく、現営農計画に変更を及ぼす要因の変化はないため、本地区の営農計画における農業振興の

方向性については基本的な変更はない。 

なお、現営農計画策定時からの受益面積の減少を考慮した計画作付面積は下表のとおりである。 

表(1)-1  作付面積 

  

現況作付面積 計画作付面積 現況作付面積 計画作付面積

(ha) (ha) (ha) (ha)

水稲 6,810       6,123       6,443       5,792       

加工用米 103         286         94          273         

飼料用米 411         979         392         931         

大豆 284         326         266         306         

いちご 60          72          47          63          

ねぎ(夏) 64          69          63          63          

れんこん 131         143         125         133         

サザンカ 46          55          46          54          

小麦 335         359         314         337         

イタリアンライグラス 14          72          14          71          

かんしょ 263         279         255         270         

いちご 159         162         137         140         

えだまめ 423         436         407         420         

キャベツ(春) 405         416         391         400         

だいこん(春) 173         196         168         189         

きく 363         369         351         356         

さといも 240         253         232         245         

トマト(冬春) 98          103         84          90          

ねぎ(秋冬) 402         425         383         410         

ほうれんそう 672         681         649         658         

だいこん(秋冬) 184         196         177         189         

イタリアンライグラス 136         142         130         137         

11,776      12,142      11,168      11,527      

※いちごとトマト(冬春)は建ぺい率を考慮した面積

現計画 再評価時点

合計

田

畑

　　項目

地目
作物名
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（２）農業振興計画等の変化 

 地域の農業振興計画は、現計画時点から見直されているものの、「需要に応じた良質な米の生産を

推進し、小麦や大豆、高収益作物等への転換を推進している」、「担い手への農地の利用集積を推進す

る」等、農業振興の方向性に大きな変化はない。 

 

表(2)-1 現計画の基礎となった主な振興計画及び現在の振興計画 

計画策定 

機関名 

現計画 再評価 

振興計画名 策定年 振興計画名 策定年 

愛知県 愛知県水田農業基本方針 平成２２年 稲・麦・大豆 生産振興計画2025 令和３年 

関係市町村 地域水田農業ビジョン 平成２２年 水田収益力強化ビジョン 令和５年 

※ 「愛知県水田農業基本方針」は、「稲・麦・大豆生産振興計画2025」に、「地域水田農業ビジョン」は「水田収益力

強化ビジョン」に移行された。 

 

表(2)-2 関係市町村における野菜指定産地の指定状況         （令和６年８月現在） 

市町村名 

作物名 
名古屋市 一宮市 津島市 江南市 稲沢市 愛西市 清須市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 

春キャベツ  ○   ○        

冬キャベツ     ○        

春だいこん    ○  ○       

冬春トマト   ○   ○  ○    ○ 

冬春なす  ○   ○        

冬にんじん      ○       

秋冬ねぎ  ○  ○         

春はくさい  ○   ○        

秋冬はくさい  ○   ○        

ほうれんそう  ○   ○  ○      
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現計画 再評価 変化割合
(H21～H25) (R1～R5)

① ② ③=②/①

水稲 8,650 7,482 0.9

小麦 529 995 1.9

大豆 459 467 1.0

出典：作物統計調査

区分

（３）主要作物の作付面積の傾向 

現計画(平成21年～平成25年の５か年平均)から再評価時点(令和元年～令和５年の５か年平均)

の間では、関係市町村の水稲、小麦、大豆の作付面積は、水稲は8,650haから7,482haへ0.9倍と減

少傾向にあり、小麦は529haから995haへ1.9倍と増加傾向にある。[図(3)-1、表(3)-1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図(3)-1 主要作物(水稲、小麦、大豆)の作付面積の傾向 

 

 

表(3)-1 主要作物の作付面積の傾向 

                (単位：ha) 
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出典：作物統計調査 

出典：作物統計調査 
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(kg/10a)

（４）主要作物の単収の傾向 

主要作物の再評価時点(令和元年～令和５年の５か年平均)単収は、現計画(平成21年～平成25年

の５か年平均)と比較して、水稲及び大豆の単収は横ばい、小麦の単収は約1.5倍増加している。ま

た、現計画と比較して、いちご、だいこん(春)、だいこん(秋冬)、さといもは増加傾向、キャベツ

(春)、ほうれんそう、イタリアンライグラスは減少傾向、それ以外はおおむね横ばいである。なお、

水稲、大豆、小麦、キャベツ(春)、だいこん(春)、トマト(冬春)、ねぎ(秋冬)、ほうれんそうは関

係市町村の統計結果で、その他は愛知県の統計結果を示す。 [図(4)-1]  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サザンカの単位：鉢/10a 
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だいこん(春) サザンカ

さといも ねぎ(秋冬)

ほうれんそう だいこん(秋冬)

イタリアンライグラス

(kg/10a)

出典：東海農林水産統計年報(愛知県、市町村) 

   作物統計(市町村) 

   愛知県農業経営改善総合指導指針(サザンカ) 

図(4)-1 主要作物の作物単収の傾向 
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（５）主要作物の単価の傾向 

主要作物の再評価時点(令和元年～令和５年の５か年平均)単価は、現計画(平成21年～平成25年

の５か年平均)と比較して、小麦、大豆は下降傾向だが、野菜の単価は概ね上昇傾向にあり、特に

いちごは892円/㎏から1,339円/㎏と約1.5倍と上昇している。なお、水稲、キャベツ(春)、れんこ

んは JA 聞き取り結果、サザンカは愛知県聞き取り結果、その他は農業物価統計調査結果を用いて

いる。[図(5)-1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図(5)-1 主要作物の作物単価の傾向 

出典：農業物価統計調査(全国) 

   ＪＡ聞き取り 

   愛知県聞き取り 
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（参考１）小麦の増加について 

 愛知県農業総合試験場では、2000 年から、東海地域に適した早生で収量性に富み、高品質な小麦

の品種改良に取り組み、日本めん用小麦新品種「きぬあかり」を開発した。「きぬあかり」は耐倒伏

性、耐湿性に優れ、主に水田を利用して栽培する東海地域の小麦生産に適している。 

 令和５年度産の単収は、愛知県は 575kg/10a であり、これは全国１位であった(第２位は北海道で

542kg/10a)。関係市町村の単収について、再評価時点(令和元年～令和５年の５か年平均)では

594kg/10aである。 

 また、海部東地域農業再生協議会や稲沢市農業再生協議会では、各構成員の連携のもと、農地集約

による団地化の推進や農業機械の導入により、生産性や作業効率向上を図っており、作付面積は年々

増加している。 

  

 
出典：愛知県 HP  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 出典：農林水産省 HP 麦の生産をめぐる事情 

                       令和６年８月 

 

 

 

出典：農林水産省 HP 麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクトの優良事例 
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（参考２）大規模経営体の事例 

 
出典：東海農政局 HP 優良経営体事例調査  
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出典：東海農政局 HP 優良経営体事例調査 
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出典：東海農政局 HP 優良経営体事例調査   

令和７年 

基幹作物：水稲、小麦、大豆、露地野菜 

（ほうれんそう、キャベツ等）、施設野菜 

経営面積：380ha 

（令和７年度一部更新） 
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（参考３）地域農業の取組 

 本地区では、様々な農産物が生産されており、地域に合った営農が行われつつ、現在に至るまで農

業が継続されてきた。下記に本地区の取組の一部を示す。 

 

□あいち伝統野菜の取組 

 愛知県の野菜づくりの礎として栽培されてきた地域特有の野菜を、次世代に種を残すため、愛知県

では伝統野菜の作付けを推進している。越津ねぎ、宮重大根等、37品目が選定されている。 

 

 

 

  

伝統野菜の
作付位置図

土田かぼちゃ：8戸

作物名：生産者数
(聞き取り調査により判
明した関係市町村戸数)

宮重大根：13戸

餅菜：1戸

愛知早生ふ
き：6戸

十六ささ
げ：26戸

ファーストト
マト：1戸

かりもり：4戸

治郎丸ほうれん草

越津ねぎ：71戸

八事五寸人参：10戸

写真：餅菜、愛知早生ふき、十六ささげ 

出典：愛知県農業水産局農政部 
   園芸農産課野菜・果樹グループ HP 

出典：愛知県農業水産局農政部園芸農産課野菜・果樹グループ HP 
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  表 本地区での作付実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

●：生産組合が存在し一定の販売規
模で生産出荷されている 

◎：個人規模で生産されており単発
で生産出荷されている 

〇：個人規模で栽培があることを把
握している。産直コーナーで 

  販売されていることもある。 
－：現在は栽培されていない。 

愛知県の雑煮で用いられる餅菜は、 
年末にスーパーマーケット等で販売されている。 

出典：農林水産省 

   「うちの郷土料理」 
出典：愛知県農業水産局農政部 
   園芸農産課野菜・果樹グループ HP 

清須市では伝統野菜の宮重大根と土田かぼちゃの販売先を確保し、 
積極的に伝統野菜を保護と推進している。 

出典：愛知県農業水産局農政部 
   園芸農産課野菜・果樹グループ HP 
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JA愛知北 江南市 ◎ ● 〇

JAなごや 名古屋市 〇 〇 ー

一宮市 〇 ●

稲沢市 〇 〇 〇 ー 〇

JA西春日井 清須市 ● 〇 ◎ 〇 ● ●

津島市 〇 ー

愛西市 〇 ● ●

弥富市 ◎ 〇 ー

あま市 〇 ●

大治町 〇 ー

蟹江町 〇 ー

飛島村 〇 ー

　
　　　　　　伝統野菜名

本地区の関係JA
　　及び関係市町村

JA愛知西

JAあいち
海部
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□れんこんの輸出の挑戦 

 JA あいち海部ではれんこんの輸出を試みている。現在は香港やシンガポールを輸出先として、冷

凍れんこんの販売を試験中である。JA あいち海部では、輸出事業の成功実績が、国内市場における

商品価値の向上を促進する好影響を及ぼすと見込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     出典：農林水産省 輸出事業計画の公表 

□ハウスれんこんの取組 

 JAあいち海部では、年間を通じてれんこんを提供するためにハウス栽培に取り組んでいる。（産地

を確立する一助となっている。） 

 

 

□いちご「ゆめのか」のブランド化 

 令和３年度に日本農業賞（集団組織の部）において、JA あいち海部のあまイチゴ組合が特別賞を

受賞した。 

 

出典：JA グループ愛知 HP 
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 （参考）全国的ないちごの単価の上昇 

 いちごを販売目的で作付けしている経営体が減少する等、いちごの収穫量が減少する中で、冬春

期の生食用は輸入代替できないため、生食用の潜在的需要に対応できず、需給がタイト化し価格が

上昇している可能性が考えられている。（資料：農中総研 調査と情報 2017.11（第63号）） 

 

 

□新規就農支援事業 

 本地区内では、農業従事者の高齢化や後継者不足による農地の遊休地への対策として、新規就農者

を支援するために下記などの取組を行っている。 

 

JA 愛知北 JA 愛知西 JA あいち海部 愛知県の就農準備資

金の研修機関 

農業塾 

・大根コース 

・ねぎコース 

・葉菜コース 

はつらつ農業塾 

・生きがい農業コース 

・担い手育成コース 

・いちご道場 

・れんこん道場 

ココニコヒロバ 

(無農薬・無化学肥

料・露地での栽培を

行っている) 
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□都市近郊農業の振興 

 都市近郊農業は、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能だけでなく、都市における防災

や良好な景観形成、環境保全など、多様な機能を果たしている。江南市を始めとする本地区の北側は、

住宅地と農地が介在している地域であるが、名古屋市や岐阜県に近いという立地を生かし少量多品

目で野菜等を生産し農業を維持している。少量多品目の生産物は産直センター等へ販売されている。 

 また、本地区内の JA では、地元産の農産物を使用してプライベートブランド商品を販売する等、

農業者と協力して農業の振興を図っている。 

地区内の産直センターの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工品の販売（６次産業化） 

 

ほうれんそう 

さといも 

トマト 

出典：JA あいち海部 

出典：JA 愛知西 

地元特産「レンコン」を使用した
れんこんチップス 
(JA あいち海部のＰＢ商品) 

鰹節粉末等の調味料が入っ
た「あいちのかおり」の米粉 
(JA 愛知西のＰＢ商品) 

江南産のダイコンとニンジンを使
用した地産地消カレー 
 (JA 愛知北と愛知江南短期大学と
江南商工会議所の共同開発商品) 


